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この記事につい

てのお問い合わ

せは田坂までお

気軽にどうぞ。 

 

弁護士法人デイライト法律事務所 
博多オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前２－１－１福岡朝日ビル 7階 

         電話番号: 092-409-1068  FAX: 092-409-1069 

小倉オフィス 〒802‐0001 北九州市小倉北区浅野２‐１２‐２１SSビル８階 

         電話番号: 093‐513‐6161 FAX: 093‐513‐6162 

e-mail：info@daylight-law.jp電話受付時間：平日午前 9時～午後 9時 

事務所サイト www.daylight-law.jp 労働問題専門特化サイト www.fukuoka-roumu.jp  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士法人デイライト法律事務所は、労務、ビジネス関連のニュースや当事務所の近況などを、ニュース

レターとして不定期にお送りさせていただいております。四季折々のお手紙としてご理解いただき、当事務

所の近況やご挨拶のほか、企業法務に携わる方に少しでもお役に立てる情報となれば幸いです。 

 

今月の内容 

◇ストレスチェックの対策はお済みですか？ 

◇障害者雇用のポイント‐平成２８年４月、改正障害者雇用促進法施行 

◇今月のセミナー情報 

◇編集後記‐バリの法律事務所との業務提携 

 

◇ストレスチェックの対策はお済みです

か？ 

 

●ストレスチェックとは 

ストレスチェックは、改正労働安全衛生法

６６条の１０第１項によって新たに創設

された制度であり、従業員の心理的な負担

の程度を把握するために行われる検査の

ことを指します。 

自分のストレスの状態を知ることで従業

員自身がストレスを溜めすぎないように

対処すること、高いストレス状態にある場

合は医師の助言を受ける・会社側に仕事の

軽減などの措置を実施してもらうことに

より、うつ病などのメンタルヘルス不調を

未然に防止するために制度化されました。 

ストレスチェック制度はいよいよ本年１

２月に施行されます。 

 

①義務付けられている企業 

法律でストレスチェックの実施が義務付

けられているのは、１つの事業場において

常時使用する従業員数が５０名以上の企

業です。そのため、法人全体の従業員の数

が５０名を超えていても、１つの事業場の 

従業員数が５０名未満であれば、当面は努力

義務とされています。 

また、対象従業員が派遣社員の場合には、実

施義務を負うのは派遣元企業です。ただし、

集団的な分析がなされるのは、その従業員が

実際に稼働している派遣先企業となります。 

 

②実施者、実施項目事項 

医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看

護師、精神保健福祉士です。 

質問票は「仕事のストレス要因」、「心身のス

トレス反応」、「周囲のサポート」の３つの領

域を定めることが必須とされています。標準

的な項目事項は、「職業性ストレス調査簡易

表」（５７項目）です。調査簡易表の調査項

目は、厚生労働省のポータルサイト「こころ

の耳」でも確認することができます。 

ストレスチェックの結果（ストレス状態の評

価、医師の面接指導の要否判断）は、従業員

本人に直接通知されます。事業主は、従業員

の同意がないと、結果を知ることはできませ

ん。 

  

③面接指導 

ストレス状態が高いとされた人から、医師に 
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よる面接指導の申し出があった場合には、事

業主は、申し出から概ね１か月以内に、医師

による面接指導の実施義務を負います。 

また、面接指導の申し出による不利益な取り

扱いは禁止されています。 

事業主は、面接指導の結果に基づき、医師の

意見を聞き、必要に応じて就業上の措置を講

じる義務を負っています。 

 

④実施時期、報告義務 

本年１２月１日から１年以内に、１回以上実

施する必要があります。ただし、ストレスチ

ェック実施後の面接指導や医師の意見聴取

等の全てを１年以内に実施しなければいけ

ないわけではありません。 

定期健康診断と同時に実施することはでき

ますが、従業員にはストレスチェックを受け

る義務はないので、希望者だけに行えば足り

ます。 

また、ストレスチェックや面接指導の実施状

況は、労働基準監督署に報告しなければなら

ないとされています。 

 

●努力義務とされている企業におけるスト

レスチェックの必要性 

メンタルヘルス問題によって会社が被る弊

害や、その法的責任を考えると、ストレスチ

ェックの実施が努力義務にとどまる企業に

おいても、ストレスチェックを実施しておく

べきと考えられます。 

 

①メンタルヘルス問題による弊害 

メンタルヘルス不調を抱えた従業員は、日常

の勤務に耐えられないほどの強度のストレ

スを感じ、不眠等の神経症状が出ることが多

く、従業員自身の生産性が低下してしまうこ

とが考えられます。 

また、当該従業員がうつ病やＰＴＳＤ等の精

神疾患を発症し、その病状が悪化して休職を

余儀なくされた場合には、その医療費や傷病

手当見舞金等の金銭負担が生じます。 

 

さらに、病状が悪化した従業員が自殺してし

まいその報道がされる、損害賠償請求訴訟を

提起されるなどの場合、社員や取引先からの

不信感を誘発し、世間のイメージダウンは避

けられません。 

 

②メンタルヘルス問題から生じうる会社の

法的責任 

（１）損害賠償責任 

使用者は、必ずしも従業員からの申告がなく

ても、その健康に関わる労働環境等に十分な

注意を払うべき安全配慮義務を負っている

と解されるので、この安全配慮義務違反が認

められると、損害賠償請求を負うことになり

ます。 

（２）労働者災害補償責任 

従業員が精神障害を発症し、発症前の概ね６

ヶ月間に業務による強度の心理的負荷が認

められるなどの要件を満たす場合には、「業

務災害」と認定され、休業補償、療養補償等

の災害補償責任を負うことになります。 

 

●おわりに 

メンタルヘルス問題はいまや大きな社会問

題となっており、その弊害や法的責任を考え

ると、企業にとってその対策は急務といえま

す。従業員５０人未満の企業においてストレ

スチェックを実施する場合には助成金が受

けられることもあります。制度を上手く利用

し、メンタルヘルス問題が発生・複雑化する

前に気付き、早期に対応しましょう。 

 

当事務所の労働問題特化サイトにおいては、

メンタルヘルス問題を防止するために詳細

な情報を掲載しておりますので、参考になさ

ってください。 

http://www.fukuoka-roumu.jp/180/ 

また、当事務所にはメンタルケア心理士の資

格をもつ弁護士が在籍しています。メンタル

ヘルス問題にお悩みの方は、お気軽にご相談

ください。 
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◇障害者雇用のポイント－平成２８年４月、

改正障害者雇用促進法施行 

 

●改正障害者雇用促進法のポイント 

平成２５年６月１９日、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」改正法（以下、「改正障

害者雇用促進法」といいます。）が成立しま

した。 

改正法は、全ての事業主に対し、①障害者に

対する差別的取扱いの禁止、②障害者に対す

る合理的配慮の提供、を法的義務として求め

ています。 

 

①障害者に対する差別的取扱いの禁止 

募集、採用、賃金、配置、昇進、降格、教育

訓練などの場面において、障害者であること

を理由とする不当な差別的取扱いが禁止さ

れています。 

例えば、車いすの利用を理由として採用を拒

否した場合は、この差別的取扱いの典型例で

す。また、視覚障害者を排除するために、従

業員の募集に際して、業務遂行上特に必要で

ないにもかかわらず「運転免許証を取得して

いること」という条件を付した場合も、直接

差別に該当します。ポイントは、付した条件

が、「業務遂行上特に必要」か否かといえま

す。 

 

②障害者に対する合理的配慮の提供 

合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と

事業主との相互理解の中で提供されるべき

性質のもの、とされています。 

例えば、募集・採用時に、採用試験を点字や

音声等によって実施したり、試験時間を延長

したりすることです。また、採用後について

も、車いすを利用する従業員が通勤時のラッ

シュを避けることができるよう勤務時間を

変更することも、合理的配慮の提供にあたり

ます。 

なお、合理的配慮の提供に多額の費用負担が

かかるなど、事業主にとって過重な負担を及

ぼす場合には、提供義務はないとされてい 

ます。この過重な負担に当たるか否かも、

個々の事情ごとに判断されることになるで

しょう。 

 

●障害者雇用のポイント 

①支援機関の活用 

まず、採用前には、地域障害者職業センター、

ハローワーク（公共職業安定所）や、障害者

就業・生活支援センター、自治体の就労支援

機関などの機関の利用が考えられます。これ

らの機関は、応募者が提出するプロフィール

表という意見書を作成したり、面接前の見学

に同席してくれたりもします。障害者就業・

生活支援センターについては、人事・採用手

続についても相談が可能です。 

 

②雇用形態 

（１）トライアル雇用 

障害者の方を採用するにあたっては、その方

が会社に馴染めるか、能力面で本当に勤務可

能か、事業主側が不安を感じることも多いと

思います。その場合は、最長３ヶ月間雇用し

て、その後正式採用するかを決めるトライア

ル雇用という制度があります。要件を満たせ

ば、助成金を受けることも可能です。 

（２）ジョブコーチ支援 

雇用後に問題が生じた場合には、地域障害者

職業センターから無料でジョブコーチとい

う支援者を派遣してもらうこともできます。 

 

●おわりに 

日本社会における障害者雇用はまだ進んで

いるとはいえず、企業側からすると慎重にな

らざるを得ない面もあります。しかし、障害

者の中には、非常に優れた能力を持っている

方もいらっしゃいますし、何よりも、障害を

持ちながら意欲的に働くその姿勢が、周囲の

従業員の意欲向上にもつながり、企業にとっ

ても意味があると思います。国も様々なサポ

ート体制を準備していますので、それらをう

まく活用しながら、障害者雇用を検討してみ

てはいかがでしょうか。 
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◇今月のセミナー情報 

 

今月は、以下のセミナーを小倉で開催予定で

す。 

今回のセミナーは、博多オフィスでの開催時

はすぐに定員となった、メンタルヘルスがテ

ーマです。１２月からストレスチェック制度

が開始されることもあり、注目が高まってい

ますので、メンタルヘルス対策は全ての企業

において急務といえます。 

メンタルヘルス不調者への法的対応・雇用契

約終了の実務、ハラスメントという観点から

のメンタルヘルス問題の分析などのテーマ

で、メンタルヘルス問題に詳しい弁護士が講

演します。 

博多オフィスでの開催時は好評をいただき

ましたので、ご参加の皆様にご満足いただけ

る内容となっているかと存じます。 

皆様、ふるってご参加ください。 

 

◆メンタルヘルス徹底対処法セミナー 

日 時：平成２７年１０月２８日（火） 

１３：００～１７：００ 

（開場１２時半） 

 会 場：アクサ生命保険株式会社 

     北九州中央ＦＡ支社会議室 

参加料：３０００円（税別） 

※ただし、顧問先企業様は無料 

定 員：２８名 

    残席が少なくなっております。 

    ご興味がある方は、ぜひお早めに 

    お申込みください。 

 

セミナーの詳しい情報については、こちらか

らもご覧いただけます。 

http://www.daylight-law.jp/138/1380182791/ 

 

 

◇編集後記 

－バリの法律事務所と業務提携しました 

 

このたび、当事務所は、バリの Vidhi Law 

Office と業務提携をしました。 

Vidhi Law Office は、2001 年オーストラリア弁

護士ピーター・ジョンソン氏が、拠点をバリ島へ

移し、土地購入手続き、起業・投資及び様々な

問題を取り扱うビジネスコンサルタントとして、

開所しました。 

2007 年には、インドネシアの法律サポート機関

として更なる飛躍として、新自社ビルへ移転。

最新設備を整え、現在はバリ最大規模の所属

弁護士数を誇る法律事務所に成長しており、バ

リ島での不動産購入、国際離婚、国際相続、刑

事事件等の各種トラブル、ビザ申請、バリへの

企業進出、企業法務における各種手続等、幅

広い対応が可能です。 

 

当事務所は、この他にも、中国、シンガポー

ル、米国、オーストラリアなどの法律事務所

と業務提携を行なっており、企業様の海外進

出をサポートする体制が整っております。 

 

当事務所の海外連携事務所についてはこち

らをご覧ください。 

http://www.daylight-law.jp/110/113/1810/ 

 

※転記フリー※ 

このニュースレターは転記フリーです。 

役に立つと思ったら、転記していただいて結構です。 

今回の記事に関するお問い合わせはこちらまで 

田 坂   幸 

電話番号: 092-409-1068 

e-mail：info@daylight-law.jp 
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